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１． はじめに 

1.1 知的財産に関する政府戦略 

2002 年に政府が示した「知的財産戦略大綱」[1]の具体

的行動計画には「知的財産意識の啓発、創造性の重要性に

関する教材、副読本の提供など、初等・中等教育における

知的財産に関する教育の推進を図るとともに、教職員に対

する知的財産制度のセミナーの実施等により、知的財産に

関する教育手法の研究等、教育者の知的財産制度に関する

知識向上を図る」とある。 
また「2008 年知的財産推進計画」[2]では「学校におけ

る知的財産教育を推進する」「知的財産の創造、保護、活

用の体験教育を充実する」、また「知的財産の教育者や教

材・教育ツールを開発する」「大学等における知的財産教

育を推進する」として「例えば、知的財産に関する授業科

目の開設や、知的財産権制度だけでなく知的財産と経営・

事業との関係を教える授業を行うなど、それぞれの専攻に

即した自主的な取組を促す」、「2009 年知的財産推進計

画」[3]ではこれらに加えて「知的財産教育に関するカリキ

ュラム開発などを支援する」などとして、知的財産意識の

向上、および、知的財産人材育成に関する具体的行動指針

が述べられている。 

1.2 先行実践・研究 

このような背景を受けて、中学・高校・大学などでは、

知的財産権を扱った実践が近年多く行われている。 
中学校段階では、生徒が考えたアイデアを実際に特許電

子図書館で先行事例を検索し、ものづくり教育に知的財産

教育を取り入れた授業実践[4]、アイデアの登録と独占実施

権・ライセンスの模擬体験と実現するために、校内あるい

は地域で実施するロボットコンテストにアイデア保護・活

用制度を取り入れた「Jr 特許実践」[5]などがある。高等学

校段階では、商業高校における商品開発とそれを基にした

意匠登録を行った実践[6]がある。また、普通高校・専門高

校の両者を含んだ形での中等教育段階における知財教育の

カリキュラムを提示した研究[7]もある。 
また、従前から高校工業においては科目「工業技術基

礎」で知的財産権について扱うこととしているが、新学習

指導要領では、中学校技術・家庭科、音楽、美術の各教科

においても、知的財産権を扱うように定められた。 
大学・高専では、特許電子図書館を利用して特許マップ

を作成する実践[8]をはじめとして、知的財産関連の講義科

目は多い。 

2 ．実践の目的 

1.で示したいずれの実践も特許マインドの育成にはつな

がると考えられるが、実際の特許申請や権利化とはやや離

れたものである。ものづくりを優先し新規性を満たすこと

が出来なかった[4]、特許請求の範囲が存在せず実施例を基

準として権利化の判断を行っている[9]、などである。 
そこで、本研究では特許権の根本を成す「特許請求の範

囲」に着目した。特許の適用範囲を決定するのは特許法第

70 条にもあるように、一般的にクレームと呼ばれる特許請

求の範囲に書かれた請求項がすべてである[10]からである。

請求項をどのように書くかは、企業などの開発・知的財産

部門においては日々の活動である。このような実際の特許

申請や権利化を学習する実践を行ない、特許をはじめとす

る知的財産に対する態度を養うことを目指した。特に本実

践では「発明の思想化」[11]に重点を置いている。 
こうした考え方に基づき、我々はこれまでにも高専生や

教員を対象とした研究実践を行ってきた[12]。その結果、

著作権等に関する意識は向上したことがはっきりしたが、

発明の尊重や知的財産の尊重については、明確な意識変化

が見られなかった。そこで、特に特許について、意識変化

がより明確になるように設計した実践を行った。 

3．実践の内容 

対象者は高専情報工学科 5 年生 24 名である。 
実践は、授業と演習から構成した。授業内容は、特許と

著作権の比較、ソフトウェア特許、特許出願から公開・特

許成立まで、企業における特許活用、特許明細書の構成、

発明の思想化の考え方とその実例、である。その後に、学

生自身の卒業研究の内容を題材として、特許請求項（クレ

ーム）を実際に作る演習を行った。その際に、それぞれの

学生が作った請求項に対して、教員は発明の思想化を添削

した。 
また、対象者の知的財産権に対する意識の変化を計測す

るために、演習の事前と事後に質問紙による調査を行なっ

た。質問紙の内容は、知財意識尺度[13]のうち特許に関す

る部分に、特許への関心を尋ねる部分を追加した。尺度は

いずれも 5 点法である。加えて事後の質問紙には自由記述

部を設けた。 
これまでの研究実践[12]と異なる部分は、事前質問紙調

査のタイミング（従前は授業前、今回は授業後実践前）、

質問項目の追加である。特許に関する意識変化をみるため

に、先行研究[13]の「発明への関心」に準じて「特許への

関心」を加えた。その他の項目も先行研究[13]における因

子負荷数.400 を基準として質問項目を選択した。先行研究

においては中学生を対象としており生徒に過度な負担とな

らないよう質問項目の精選を行っているが、本実践は高専

5 年生という成人に近い年齢層を対象としているため、20
項目でも負担とならないと判断した。 

†国立教育政策研究所, National Institute for Educational 
Policy Research 

‡岩手大学, Iwate University 

FIT2011（第 10 回情報科学技術フォーラム）

Copyright © 2011 by Information Processing Society of Japan and
The Instiute of Electronics, Information and Communication Engineers
All rights reserved.

 747

K-015

(第3分冊)



４．結果 

事前事後の質問紙の結果を表に示す。「知財の尊重」は

3 項目について事前より事後のほうが有意に上昇した。そ

の他の項目は総じて大きな変化がなかったが、著作権に関

する項目は事前事後とも高い値であった。著作権に関する

授業を行った後に計測したことが、事前事後とも高い値で

ある理由と考えられる。 
自由記述においては、「特許は自分には関係のないもの

だと思っていたが、技術者になるにあたり、思いの外、身

近な存在なのだなと感じた」意識に関するものが 3 件、

「特許の基本事項やクレームの作り方などを学び、実用的

な知識を身につけることができたと思う」知識に関するも

のが 5 件、「ソフトウエア特許について、実際にフローチ

ャートを書き、更に請求項を書く演習ができたのは良い体

験だった。また実際の現場における特許実務等についての

情報も大変興味深く聞くことができた」興味に関するもの

が 3 名、「特許の請求要件を書くことで、自分の卒業研究

の見直しをすることができた。」卒業研究の振り返りにな

ったというものが 5 件あった。 
 

５．まとめ 

 以前の研究実践では「著作権の尊重」が上昇し、今回の

実践では「知財の尊重」上昇したことからみて、本実践の

方式は有効であったと思われる。 
本実践を含めてこれまでの実践は、知的財産に関する知

識および特許執筆に焦点を当てるものであった。今後は、

特許執筆だけではなく、特許に関する一連の企業活動のプ

ロセスを経験することにより、特許に強い技術者を育てる

カリキュラム開発を検討している。 
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因子名 項目 事前 事後 t値

生活の中で著作権を意識することがある 2.83 3.00 0.655
書籍や資料をコピーする際に、著作権を意識することがある 2.83 2.79 0.149
ネットで音楽を聴く時に、著作権を意識することがある 2.63 2.88 0.686
著作権に関するニュースがあると関心を持つほうだと思う 2.50 2.58 0.325
インターネットで調べてまとめる時に、著作権を意識することがある 2.50 3.08 2.339 *

いろいろな機器や機械の仕組みについて関心を持つほうだと思う 3.17 3.17 0.000
発明に関するニュースがあると関心を持つと思う 3.13 3.46 1.922 *
発明家の伝記や発明の話には関心を持つ方だと思う 2.75 2.79 0.218
家の機器や機械を分解してみたいと思う時がある 3.46 3.42 0.180
新しい機器を見ると、その仕組みを知りたいと思う 3.00 2.79 0.707
発明についてもっと知りたいと思う 3.00 3.21 0.981

著作権を保護することは世の中にとって重要だと思う 4.04 4.25 0.981
発明を保護することは世の中にとって重要だと思う 3.13 3.46 1.922 *
著作権を保護しなくても自分の生活は困らないと思う(逆転項目) 3.04 2.50 1.961 *
発明をを保護しなくても自分の生活は困らないと思う(逆転項目) 3.00 2.63 1.852 *
著作権を保護することは自分の生活に役立つと思う 3.29 3.42 0.661
発明を保護することは自分の生活に役立つと思う 3.00 3.21 0.981

特許制度がなくても自分の生活は困らないと思う 3.29 2.88 1.831 *

特許は世の中にとって重要だと思う 3.68 3.73 0.170

特許を取得してみたいと思う 2.40 2.38 0.048

*p<.05
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